
禁
止
命
令
等
又
は
禁
止
命
令
等
の
有
効
期
間

の
延
長
の
処
分
に
係
る
書
類
の
公
示
送
達
の

実
施

第
５
条
第
１
２
項

ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の

規
制
等
に
関
す
る
法
律

に
規
定
す
る
事
務

公
安
委
員
会
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

区
画
漁
業
の
免
許
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

公

告

県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

〇
公
安
委
員
会
規
則

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

マ
ル
シ
ョ
ク
東
大
道
店
・
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
東
大
道
店

大
分
市
東
大
道
一
丁
目
十
二
番

外

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
サ
ン
リ
ブ

代
表
取
締
役

菊

池

毅

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
本
町
二
丁
目
十
七
番
一
号

外
一
者

３

変
更
し
た
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
マ
ル
シ
ョ
ク

代
表
取
締
役

菊

池

俊

勝

大
分
市
東
春
日
町
十
三
番
十
一
号

目

次

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
３
年
１
０
月
８
日

大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長

石
田

敦
子

大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１
１
号

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
公
安
委
員
会
事
務
決
裁
規
則
（
平
成
１
３
年
大
分
県
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
１
１
年
法
律
第
１
５
６
号
）
に
規
定
す
る
事
務
の
部
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令

和

三

年

（ 金 曜 日 ）

第

二

四

九

号

十

月

八

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
佐
伯
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

令
和
三
年
十
月
八
日

一

大
分
県
報
（
公
安
委
規
則
・
告
示
）



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

外
一
者

変
更
一

株
式
会
社
マ
ル
シ
ョ
ク

代
表
取
締
役

菊

池

信

博

大
分
市
東
春
日
町
十
三
番
十
一
号

外
一
者

変
更
二

株
式
会
社
マ
ル
シ
ョ
ク

代
表
取
締
役

大
久
保

和

彦

大
分
市
東
春
日
町
十
三
番
十
一
号

外
一
者

変
更
三

株
式
会
社
マ
ル
シ
ョ
ク

代
表
取
締
役

紀

伊

正

彦

大
分
市
東
春
日
町
十
三
番
十
一
号

外
一
者

変
更
四

株
式
会
社
マ
ル
シ
ョ
ク

代
表
取
締
役

佐

藤

秀

晴

大
分
市
東
春
日
町
十
三
番
十
一
号

外
一
者

変
更
五

株
式
会
社
サ
ン
リ
ブ

代
表
取
締
役

菊

池

毅

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
上
葛
原
二
丁
目
十
四
番
一
号

外
一
者

変
更
六

株
式
会
社
サ
ン
リ
ブ

代
表
取
締
役

菊

池

毅

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
本
町
二
丁
目
十
七
番
一
号

外
一
者

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

株
式
会
社
マ
ル
シ
ョ
ク

代
表
取
締
役

菊

池

俊

勝

大
分
市
東
春
日
町
十
三
番
十
一
号

外
一
者

変
更
後

株
式
会
社
サ
ン
リ
ブ

代
表
取
締
役

菊

池

毅

福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
本
町
二
丁
目
十
七
番
一
号

外
四
者

４

変
更
の
年
月
日

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名

⑴

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
五
日

⑵

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
三
日

⑶

平
成
二
十
五
年
五
月
二
十
三
日

⑷

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
七
日

⑸

令
和
二
年
五
月
二
十
五
日

⑹

令
和
三
年
三
月
六
日

㈡

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

平
成
二
十
九
年
九
月
一
日
外

二

届
出
年
月
日

令
和
三
年
九
月
十
三
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

令
和
三
年
十
月
八
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
八
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
二

月
八
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以
下
「
氏

名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
商
工
観
光
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
三
年
十
月
一
日

令
和
三
年
十
月
八
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）



海
区
漁
場
計
画
の

際
の
公
示
番
号

免
許
番
号

漁
業
権
者
の
住
所
及
び

氏
名
又
は
名
称

免
許
の
内
容

条
件

存
続
期
間

区
第
千
七
百
一
号

区
第
千
七
百
一
号

大
分
市
府
内
町
三
丁
目

五
番
七
号

大
分
県
漁
業
協
同
組
合

代
表
理
事
組
合
長

中
根

隆
文

令
和
三
年
六
月
十

八
日
付
け
大
分
県

告
示
第
四
百
二
十

六
号
の
と
お
り
。

同
上

令
和
三
年

十
月
一
日

か
ら
令
和

五
年
八
月

三
十
一
日

ま
で

区
第
千
七
百
二
号

区
第
千
七
百
二
号

同
右

同
右

同
右

同
右

区
第
千
七
百
三
号

区
第
千
七
百
三
号

同
右

同
右

同
右

同
右

区
第
四
千
五
百
五

十
三
号

区
第
四
千
五
百
五

十
三
号

同
右

同
右

同
右

同
右

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備

考

談
合
堂

宇
佐
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

⑦

大
字
熊

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

省
略
し
、
宇
佐
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

金
丸
①

宇
佐
市

大
字
金

丸

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

外
山
袋

①

宇
佐
市

大
字
黒

及
び
大

字
山
袋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

日
井
①

宇
佐
市

大
字
今

仁

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
田
①

宇
佐
市

大
字
今

仁

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
り
口

①

宇
佐
市

大
字
山

袋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
り
口

②

宇
佐
市

大
字
山

袋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

早
田
①

宇
佐
市

大
字
四

日
市

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

向
川
内

①

宇
佐
市

大
字
上

矢
部

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

付
け
を
も
っ
て
次
の
と
お
り
区
画
漁
業
を
免
許
し
た
の
で
公
示
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
三
年
十
月
八
日

三

大
分
県
報
（
告
示
）



区
域

谷
山
①

宇
佐
市

大
字
上

矢
部

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
畑
①

宇
佐
市

大
字
正

覚
寺

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

談
合
堂

⑩

宇
佐
市

大
字
正

覚
寺

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

談
合
堂

⑬

宇
佐
市

大
字
正

覚
寺

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

船
越
①

宇
佐
市

大
字
赤

尾

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

外
山
袋

②

宇
佐
市

大
字
中

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

桐
井
①

宇
佐
市

大
字
南

宇
佐
及

び
大
字

北
宇
佐

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

桐
井
②

宇
佐
市

大
字
南

宇
佐

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
迫
①

宇
佐
市

大
字
南

宇
佐

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

谷
山
②

宇
佐
市

大
字
日

足

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
麻
生

⑤
A

宇
佐
市

大
字
麻

生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

内
野

宇
佐
市

大
字
麻

生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
井
ノ

川
①

宇
佐
市

大
字
麻

生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

中
麻
生

⑦

宇
佐
市

大
字
麻

生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

松
原
①

宇
佐
市

大
字
麻

生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

松
原
②

宇
佐
市

大
字
麻

生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
麻
生

①

宇
佐
市

大
字
麻

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
三
年
十
月
八
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）



生

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

中
尾
③

宇
佐
市

大
字
灘

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

古
我
城

①

宇
佐
市

大
字
麻

生

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
口
原

②

杵
築
市

山
香
町

大
字
向

野
及
び

宇
佐
市

大
字
西

屋
敷

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
令
和
三
年
九
月
二
十
五
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員

及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数

一
九
、
一
三
九
人

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
一
九
、
六
一
八
人

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大

分

市

一
三
二
、
四
〇
九
人

別

府

市

三
二
、
〇
一
九
人

中

津

市

二
二
、
九
一
五
人

日

田

市

一
七
、
八
三
二
人

佐

伯

市

一
九
、
九
〇
六
人

臼

杵

市

一
〇
、
七
六
八
人

津

久

見

市

四
、
九
一
六
人

竹

田

市

六
、
〇
四
七
人

豊

後

高

田

市

六
、
二
五
五
人

杵

築

市

八
、
〇
二
一
人

宇

佐

市

一
五
、
三
四
四
人

豊

後

大

野

市

九
、
九
九
九
人

由

布

市

九
、
四
三
四
人

国
東
市
・
姫
島
村

八
、
四
三
五
人

日

出

町

七
、
八
四
三
人

九
重
町
・
玖
珠
町

六
、
八
四
二
人

令
和
三
年
十
月
八
日

五

大
分
県
報
（
告
示
・
選
管
委
告
示
）



事

業

名

着

手

年

月

日

完

了

年

月

日

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

（
町
野
地
区
）

平
二
八
・

六
・

一

平
三
〇
・

八
・

八

県
営
危
険
た
め
池
緊
急
整
備
事
業

（
た
め
池
整
備
）

（
日
向
野
地
区
）

平
二
八
・

三
・
一
八

令

元
・

八
・
三
〇

県
営
地
域
た
め
池
総
合
整
備
事
業

（
玖
珠
西
部
地
区
）

平
二
七
・

二
・

三

平
三
〇
・

七
・

九

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〇
公

告

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し

の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

日
田
都
市
計
画
ご
み
焼
却
場
（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
）

（
仮
称
）
日
田
市
清
掃
セ
ン
タ
ー
（
日
田

市
決
定
）

二

縦
覧
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
月
八
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

日
田
都
市
計
画
下
水
道

日
田
公
共
下
水
道
（
日
田
市
決
定
）

二

縦
覧
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

令
和
三
年
十
月
八
日

六

大
分
県
報
（
公
告
）


